
第
１
順
位

　
　

黒
潮
町
佐
賀
２
４
１
７
番
地
27

大
　

谷
　
　

清
　

水

第
２
順
位

　
　

黒
潮
町
入
野
６
５
３
６
番
地
２

曽
　

根
　
　

省
　

子

第
３
順
位

　
　

黒
潮
町
入
野
５
２
８
１
番
地
３

松
　

本
　
　
　
　

二

第
４
順
位

　
　

黒
潮
町
不
破
原
１
３
４
番
地

大
　

塚
　
　

一
　

福

　

任
期
は
、
前
任
者
の
期
間
を
引
継
ぎ
、
令

和
４
年
５
月
15

日
ま
で
。

︻
専
決
処
分
の
承
認
１
︼

●
税
条
例
等
の
一
部
改
正

　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
、
平
成
31

年
３

月
29

日
に
交
付
さ
れ
、
４
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
所
得
の
向
上
等
に

つ
い
て
も
、
４
月
１
日
か
ら

の
施
行
が
必
要
と
な
り
専
決

処
分
を
行
な
っ
た
の
で
、
議

会
に
報
告
す
る
と
共
に
承
認

を
求
め
る
も
の
。承

認
（
全
員
）

　︻
専
決
処
分
の
承
認
２
︼

●
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
政
令
が
、
平
成

31

年
３
月
29

日
に
交
付
さ
れ
、

４
月
１
日
か
ら
の
施
行
に
伴

い
、
基
準
課
税
額
の
限
定
額

等
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険

　

税
条
例
の
一
部
も
、４
月
１

日
か
ら
施
行
が
必
要
と
な
り

専
決
処
分
を
行
な
っ
た
の
で
、

議
会
に
報
告
す
る
と
共
に
承

認
を
求
め
る
も
の
。

承
認
（
全
員
）

●
税
条
例
等
の
一
部
改
正

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
等
が
、
平
成
31

年
３
月
29

日
に
公
布
さ
れ
、

６
月
１
日
か
ら
の
施
行
に
伴

い
、
黒
潮
町
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
）

●
黒
潮
町
長
及
び
副
町
長
の

給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
制
定

　

平
成
31

年
４
月
９
日
付
、

懲
戒
免
職
処
分
と
し
た
職
員

が
起
こ
し
た
不
祥
事
に
対
し
、

そ
の
管
理
責
任
を
負
う
町
長
、

及
び
副
町
長
の
処
分
を
行
な

う
た
め
の
条
例
制
定
。

　

内
容
は
、
６
月
か
ら
８
月

ま
で
の
３
カ
月
間
、
町
長
が

20

％
、
副
町
長
が
10

％
の
減

給
。

可
決
（
多
数
）

●
黒
潮
町
長
及
び
副
町
長
の

給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
制
定

　

平
成
31

年
４
月
18

日
黒
潮

町
議
会
議
員
選
挙
の
期
日
前

投
票
所
に
お
い
て
、
有
権
者

30

人
の
投
票
が
無
効
票
と
な

っ
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
任

命
責
任
を
負
う
町
長
、
及
び

副
町
長
の
処
分
を
行
な
う
た

め
の
条
例
制
定
。

　

内
容
は
、
９
月
か
ら
11

月

ま
で
の
３
カ
月
間
、
町
長
が

20

％
、
副
町
長
が
10

％
の
減

給
。

可
決
（
多
数
）

議
選
監
査
委
員
を

　
　
　

選
任
し
ま
し
た

黒
潮
町
入
野

２
５
９
４
番
地
１
　
　

小
永
　

正
裕

　

任
期
は
、
令
和
元
年
５
月

８
日
か
ら
令
和
５
年
４
月
30

日
ま
で
。

　

こ
の
度
、
小
永 

正
裕
議
員

が
、
左
記
の
と
お
り
高
知
県

町
村
監
査
委
員
協
議
会
か
ら

長
年
の
功
績
に
よ
り
表
彰
を

受
け
ら
れ
ま
し
た
の
で
紹
介

し
ま
す
。

黒
潮
町
選
挙
管
理
委
員
の

　
　
　

補
充
員
を
選
び
ま
し
た

町
長
提
出
議
案

令
和
元
年
５
月
８
日

第
１
回 
臨
時
会
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